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１【提出理由】

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生する見込みとなりまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基

づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該事象の発生年月日

2025年９月10日

 
２．当該事象の内容

当社は、2025年５月23日付で公表した「事業譲渡に関するお知らせ」及び同７月15日付で公表した「固定資産の

譲渡に関するお知らせ」において、当該事業譲渡及び固定資産譲渡により特別利益を計上する予定である旨及び、

計上する金額については精査中である旨お知らせしておりましたが、同９月10日付で公表した「特別利益の計上及

び2026年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、2026年３月期第２四半期会計期間において、

事業譲渡にかかる特別利益24百万円及び上記固定資産譲渡にかかる特別利益107百万円、計131百万円を特別利益と

して計上する予定となりました。

上記事業譲渡及び固定資産譲渡の内容については下記の通りです。

 
(ⅰ)事業譲渡の内容

(a) 譲渡実行日

2025年７月１日

 
(b) 当該譲渡の内容

当社は2025年７月１日付で、当社の自転車販売事業を譲渡いたしました。なお、譲渡先は自転車事業を営む

国内法人ですが、譲渡価額等を含め、相手先の希望により非開示とさせていただきます。なお、譲渡先と当社

の間には、資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者への該当状況はありません。

 
(ⅱ)固定資産譲渡の内容

(a) 引渡実行日

2025年７月15日

 
(b) 当該譲渡の内容

契約締結日 2025年７月15日

譲渡物件 ①　土地(147㎡)、建物(47㎡)　東京都文京区湯島

②　土地(586㎡)、建物(643㎡)　埼玉県川口市

譲渡前の使途 ①　給油所

②　賃貸用不動産

譲渡先 譲渡先は２物件とも同一の不動産業に携わる国内の非上場会社ですが、譲渡価額等を含め、

相手先の希望により非開示とさせていただきます。なお、譲渡先と当社の間には、資本関

係、人的関係、取引関係及び関連当事者への該当状況はありません。
 

 
３．当該事象の損益に与える影響額

当該事象により、2026年３月期第２四半期会計期間において、上記事業譲渡にかかる特別利益24百万円及び上記

固定資産譲渡にかかる特別利益107百万円、計131百万円を特別利益として計上する予定であります。

また、2026年３月期通期における売上高は2,418百万円(前回発表予想からの増減額：△85百万円)、当期純利益は

113百万円(前回発表予想からの増減額：69百万円)を予定しております。

 
以　上
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